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公  告 

 

 高砂市新庁舎建設設計業務委託について、公募型プロポーザルにより実施するので、次のとおり公告

する。 

 

平成２８年１０月２５日 

 

高砂市長 登  幸 人 

 

高砂市新庁舎建設設計業務委託公募型プロポーザル募集要項 

  

１ 基本方針  

（１） 基本理念 

高砂市の新庁舎建設に係る基本設計業務及び実施設計業務を委託するに当たり、「高砂市庁舎整

備計画基本構想」に掲げた基本理念及び基本方針を取り入れた設計図書を作成するため、柔軟かつ

高度な創造力と技術力とを有する設計者を公募型プロポーザル方式により選定します。  

選定される設計者には、市民も参画して練り上げた高砂市庁舎整備計画基本構想に定められてい

る設計与条件を整理の上、市民や市議会、職員の意見を取り入れ、業務の効率性及び利便性、防災

機能並びに耐震性能を確保し、建物の長寿命化と環境性能に配慮するとともに、これからの社会に

必要な官民連携を推進する市民に親しまれる庁舎を実現する設計図書を作成することが求められま

す。 

そこで、この要項において、このような新庁舎づくりにふさわしい設計者の選定に係る手続につ

いて必要な事項を定めます。  

（２） 業務概要  

  ア 業務名  高砂市新庁舎建設設計業務委託 

イ 業務内容 高砂市新庁舎建設に係る基本設計業務及び実施設計業務  

（詳細は、仕様書及び特記仕様書によります。） 

  ウ 履行期間 契約の締結の日から平成３０年５月３１日まで（建築に伴う諸手続等の期間を含み

ます。） 

         なお、各業務における履行期間を次のとおり定めます。 

         基本設計業務：契約の締結の日から平成２９年７月３１日まで 

         実施設計業務：基本設計完了の日から平成３０年５月３１日まで 

         ※地質調査業務は、基本設計の履行期間内に実施することとします。 

エ 発注者  高砂市  

  オ 計画概要 資料「高砂市庁舎整備計画基本構想」によります。  

         ただし、工期及び配置計画については、参考とし、他の提案も認めるものとしま

す。 

  カ 概算業務費（上限） １７５，３００千円（税込み） 

              （内訳） 基本設計業務： ６７，２９８千円 

                   実施設計業務：１０８，００２千円 

  キ 概算事業費（上限） ６，３０３，６３６千円（税込み） 
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                ※仮設リース料を含むものとし、特殊な地盤対策、地盤改良、工事

監理、引っ越し及び備品購入に要する費用及び許認可手数料等を

除きます。 

（３）選定方針 

  ア 設計者の選定に当たっては、次の委員で構成される高砂市新庁舎建設設計者選定審議会（以下

「審議会」といいます。）において審査を行います。 

会 長  末包 伸吾  神戸大学大学院教授 

    副会長  長濱 伸貴  神戸芸術工科大学大学院准教授 

    委 員  工藤 和美  明石工業高等専門学校教授 

（順不同） 大井 史江  武庫川女子大学准教授 

         戸田 隆彦  兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課長 

            冨田 康雄  高砂市副市長 

  イ 審議会では、参加表明書等を提出した者のうちから、技術提案書等を提出できる者を５者程度

選定します（一次審査）。さらに、一次審査で選定された者から技術提案書等並びにプレゼンテー

ション及びヒアリングに基づき、最優秀者（委託候補者）１者及び次点者１者を特定します（二

次審査）。 

（４）担当部局 

    高砂市企画総務部総務室総務課 

    〒６７６－８５０１ 高砂市荒井町千鳥 1丁目 1番 1号 

    電話：０７９-４４３－９００３ 

    F A X：０７９-４４２－２２２９ 

    U R L：http://www.city.takasago.hyogo.jp/  

    E-mail:tact1510@city.takasago.hyogo.jp 

（５）スケジュール 

区分 内   容 年月日 

一
次
審
査 

募集要項等の公表  平成２８年１０月２５日（火） 

参加表明書等に関する質問書の受付期限  平成２８年１１月 １日（火） 

質問に対する回答  平成２８年１１月 ８日（火）  

参加表明書等の受付期限  平成２８年１１月１５日（火） 

審査・選定 平成２８年１１月２２日（火）  

選定又は非選定に係る通知書の送付  平成２８年１１月２５日（金）予定  

二
次
審
査 

技術提案書等に関する質問書の受付期限 平成２８年１２月 ２日（金） 

質問に対する回答 平成２８年１２月 ９日（金） 

技術提案書等の受付期限 平成２８年１２月２２日（木） 

プレゼンテーション及びヒアリングでの審

査・特定  
平成２９年 １月１６日（月） 

特定又は非特定に係る通知書の送付  平成２９年 １月２３日（月）予定 

http://www.city.takasago.hyogo.jp/
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（６）募集要項等の配布 

  ア 配布期間等  

平成２８年１０月２５日（火）から同年１１月１５日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民 

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下これらを「休日等」 

といいます。）を除きます。）の午前９時から午後５時まで 

  イ 配布場所  

高砂市企画総務部総務室総務課 

     なお、募集要項等は、高砂市ホームページからも入手できます。 

         （ URL http://www.city.takasago.hyogo.jp/） 

（７）資料の配布 

ア 配布資料 

（ア）高砂市新庁舎建設設計業務委託公募型プロポーザル募集要項 

（イ）高砂市新庁舎建設設計業務委託公募型プロポーザル評価選考要領 

（ウ）仕様書及び特記仕様書 

（エ）高砂市庁舎整備計画基本構想 

（オ）高砂市庁舎整備に関する提言書検証報告書 

（カ）各庁舎各課配置図 

（キ）新庁舎敷地公図（写し） 

（ク）新庁舎整備敷地図 

（ケ）周辺インフラ整備図 

（コ）高砂市ハザードマップ 

イ 配布期間等 

平成２８年１０月２５日（火）から同年１１月１５日（火）まで（休日等を除きます。）の 

午前９時から午後５時まで 

ウ 配布場所 

高砂市企画総務部総務室総務課 

なお、配布資料は、高砂市ホームページからも入手できます。 

（ URL http://www.city.takasago.hyogo.jp/） 

（８）資料の閲覧 

ア 閲覧資料 

（ア）（既存）高砂市役所分庁舎新築図 

（イ）（既存）高砂市役所南庁舎新築図 

（ウ）（既存）高砂市役所西庁舎・防災センター新築図 

（エ）（既存）高砂市第１上下水道庁舎新築図 

（オ）（既存）高砂市第２上下水道庁舎新築図 

（カ）高砂市史他建設地土質資料 

イ 閲覧期間 

平成２８年１０月２５日（火）から同年１１月１日（火）まで及び平成２８年１１月２５日

（金）から同年１２月２日（金）まで（それぞれ休日等を除きます。）の午前９時から午後５時ま

で（事前に高砂市企画総務部総務室総務課まで御連絡ください。） 

ウ  閲覧場所 

高砂市役所防災倉庫１階会議室  
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２ 参加条件 

 （１）参加資格 

    公募型プロポーザル方式による設計者の選定に参加することができる者は、次のアからケまで

のいずれにも該当する単体企業とします。 

   ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

   イ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により一級建築士事務所の登録を

行っていること。 

   ウ 所属する建築士が建築士法第１０条第１項に規定する懲戒の処分を受けていない者である

こと。 

   エ 高砂市契約規則（平成７年高砂市規則第３号）第２０条第２項に規定する指名競争入札参

加資格者名簿に登載されている者で、「測量・建設コンサルタント等」に登録があるものであ

ること。 

オ 公告の日から契約の締結の日までの間に、高砂市指名停止基準（平成６年高砂市訓令第１

３号）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

   カ 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年高砂市条例第５号）第２条

第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者である

こと。 

   キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と。 

   ク 当該建築士事務所において、平成１８年４月１日以降に、延べ床面積５，０００平方メー

トル以上の庁舎の新築工事に係る基本設計業務及び実施設計業務を受注した実績があるこ

と。 

     なお、ここでいう「庁舎」とは、国又は地方公共団体の施設で一般事務に供されるもの

（複合施設の場合は、当該施設の該当部分）とします。 

   ケ 免震構造・制震構造又はこれに類する構造を採用した公共建築物の新築又は増築の工事

の基本設計及び実施設計をしたことがあること。ただし、これらの設計が部分的な免震構

造・制震構造又はこれに類する構造に係るもの（床免震等）である場合は、除くものとしま

す。 

 （２）分担業務分野の再委託 

    業務分野を再委託する場合は、次の事項を満たしてください。 

   ア 建築（意匠）分野は、再委託しないこと。ただし、そのうち、主たる業務以外の部分（ト

レース、パース等）については、再委託を認めます。 

イ  構造分野の再委託先には、設計への関与ができる建築士法第１０条の２の２第１項に規定す

る構造設計一級建築士が所属していること。ただし、参加表明者の建築士事務所に当該構造設

計一級建築士が所属している場合は、この限りではありません。 

ウ 設備分野の再委託先には、設計への関与ができる建築士法第１０条の２の２第２項に規定す

る設備設計一級建築士が所属していること。ただし、参加表明者の建築士事務所に当該設備設

計一級建築士が所属している場合は、この限りではありません。 

※ 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証若しくは設備設計

一級建築士証の交付を受けた者又は国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の

課程を修了した通知書を受けた者であることとします。 
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 （３）配置予定技術者 

    配置予定技術者の条件は、次のとおりです。 

   ア 管理技術者は、一級建築士であること。 

   イ 管理技術者及び建築（意匠）担当者は、参加表明者の組織に所属していること。 

   ウ 管理技術者は、記載を求める各分担業務分野の主任技術者を兼任していないこと。また、

記載を求める建築（意匠）担当の主任技術者は、記載を求める他の分担業務分野の主任技術

者を兼任していないこと。 

    ※１ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（平成１０年１０月１日建設省厚契

発第３７号）第１５条に規定する管理技術者をいいます。 

    ※２ 一級建築士の資格者は、一級建築士免許証の交付を受けた者であることとします。 

※３ 「主任技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括す

る役割を担う者をいいます。 

※４ 分担業務分野の分類は、次表によります。 

なお、新たな分担業務分野（土木、液状化対策、防災、オフィス環境、ワークショッ

プ、ランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建物外観デザイン等）を追加する

場合は、４（４）ウ（エ）に定める主任技術者（提出者が新たに追加する分担業務分野

の主任技術者）の経歴等（様式３－４）の提出の際、新たに追加する分担業務分野の具

体的な業務内容及び分野を追加する理由等を明確にすること。この場合において、当該

分担業務分野を分割して新たな分担業務分野を設定することはできません。 

   また、次表の分担業務分野については、分割して新たな分担業務分野を設定すること

はできません。 

分担業務分野 業務内容 

建築（意匠） 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報

酬の基準（平成２１年国土交通省告示第１５号。以下「平成２１年

告示」といいます。）別添一第１項第一号ロ⑴及び第二号ロ⑴にお

いて示される「設計の種類」のうち「⑴総合」に係るもの 

建築（構造） 平成２１年告示別添一第１項第一号ロ⑴及び第二号ロ⑴において示

される「設計の種類」のうち「⑵構造」に係るもの 

電気設備 平成２１年告示別添一第１項第一号ロ⑴及び第二号ロ⑴において示

される「設計の種類」のうち「⑶設備」の「(i)電気設備」に係るも

の 

機械設備 平成２１年告示別添一第１項第一号ロ⑴及び第二号ロ⑴において示

される「設計の種類」のうち「⑶設備」の「 (ⅱ )給排水衛生設

備」、「(ⅲ)空調換気設備」及び「(ⅳ)昇降機等」に係るもの 

 （４）参加に対する制限 

   ア 参加表明書等を提出する者の重複は認めません。 

   イ 審議会の委員が自ら主催し、又は役員、顧問等として実質的に関係する組織に所属する者

の参加は認めません。 
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３ 審査方法及び結果の通知 

 （１）審査方式 

プロポーザルは、２段階審査方式で行います。 

（２）審査組織 

プロポーザルに係る審査は、審議会において行います。 

（３）審査等手順 

ア 参加資格確認 

参加表明書等を期限までに提出している者のうち、参加資格を満たしていると確認したも

のについて参加を認めます。 

イ  一次審査 

参加表明書等の内容について、審議会において書類審査及び評価を行い、５者程度を選定

します。 

ウ 一次審査結果の通知 

一次審査の結果、選定されなかった者には、選定されなかった旨を郵送で書面により通知し

ます。一次審査で選定された者には、技術提案書提出要請書により郵送で通知します。 

エ 二次審査 

一次審査で選定された者から提出された技術提案書等の内容について、審議会によるプレ

ゼンテーション及びヒアリングを実施し、当該者のうち最も優れた者を最優秀者（委託候補

者）に、次点の者を次点者に特定します。 

なお、一次審査における審査結果（採点）は、二次審査に持ち越さないものとします。 

※ プレゼンテーション及びヒアリングは公開で行いますが、審査は非公開とします。 

オ 二次審査結果の通知 

二次審査の結果、最優秀者（委託候補者）及び次点者に特定されなかった者には、特定され

なかった旨を郵送で書面により通知します。二次審査で特定された者には、特定通知書により

郵送で通知します。 

なお、審査結果のうち、最優秀者（委託候補者）及び次点者として特定された者について

は、特定通知書による通知とあわせて、高砂市ホームページにおいて公表します。 

（４）異議の申立て 

審査結果（選定及び特定の経緯を含む。）に関する問合せ及び異議の申立ては、一切受付けな

いものとします。 

 

４ 参加表明書等の提出（一次審査） 

（１）提出書類の種類 

    参加表明書等の提出書類は、次に掲げる指定の様式により作成してください。 

   ア 参加表明書（様式１） 

   イ 業務実績書（様式２） 

   ウ 管理技術者の経歴等（様式３－１） 

エ 主任技術者の経歴等（様式３－２から様式３－４まで） 

   オ 協力事務所（様式４） 

   カ イからオまでに掲げる書類に添付する資格又は実績を確認する書類 

   キ 業務の実施方針（様式５）  
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（２）提出書類の提出方法等 

   ア 提出部数 

    （ア）参加表明書（様式１） １部 

    （イ）業務実績書（様式２） １０部（複写可） 

    （ウ）管理技術者の経歴等（様式３－１） １０部（複写可） 

    （エ）主任技術者の経歴等（様式３－２から様式３－４まで） １０部（複写可） 

    （オ）協力事務所（様式４） １０部（複写可） 

    （カ）（イ）から（オ）までに掲げる書類に添付する資格又は実績を確認する書類  各１部 

（キ）業務の実施方針（様式５） １０部（複写可） 

（正本１部と副本９部とし、正本には会社名を記載してください。） 

    ※（イ）から（オ）までに掲げる書類には表紙を付けず、各１部を１組として左上部をホッ

チキス綴じしてください。 

   イ 提出方法 

     提出場所まで持参又は郵送により提出してください。ただし、郵送する場合は、配達証明

付書留郵便とし、受付期限までに必着となるように提出してください。 

     なお、郵送による提出の場合においては、高砂市は、郵送中の事故に伴う損害に対して一

切の責任を負わないものとします。 

   ウ 提出書類の受領確認 

      持参の場合は、受領時に提出書類受領確認書をお渡しします。郵送の場合は、ＦＡＸで提出

書類受領確認書を送付しますので、電話で高砂市企画総務部総務室総務課まで到着したことを

報告してください。 

   エ 受付期間等 

     平成２８年１０月２５日（火）から同年１１月１５日（火）午後５時まで（休日等を除き

ます。） 

   オ 提出場所 

     高砂市企画総務部総務室総務課 

     〒６７６－８５０１ 高砂市荒井町千鳥 1丁目 1番 1号 

 （３）参加表明書等に関する質問の受付及び回答 

   ア 質問の方法 

     質問は、質問書（様式６）を電子メールで高砂市企画総務部総務室総務課まで送信するこ

とにより行ってください。 

なお、電子メール以外では質問の受付を行いません。また、二次審査で使用する技術提案

書等に関する質問の受付は、参加表明書等に関する質問に係る受付期間においては行いませ

ん。 

   イ 質問書の受付期間 

     平成２８年１０月２５日（火）から同年１１月１日（火）午後５時まで 

   ウ 質問書に対する回答 

     質問者に個別に回答せず、一括して質問回答書として取りまとめ、高砂市ホームページに

おいて、平成２８年１１月８日（火）までに公開します。 

なお、質問回答書は、この募集要項の追加又は修正として、この要項と同様に扱います。  
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（４）提出書類の記載上の留意事項 

  ア 参加表明書（様式１） 

     代表者印を押印の上、提出してください。 

イ 業務実績書（様式２） 

     次の（ア）に規定する同種の業務実績又は次の（イ）に規定する類似の業務実績を５件以内

で記入してください。 

なお、ここで「業務実績」とは、基本設計業務及び実施設計業務の契約履行が平成２８年

１０月１日までに完了しているものをいい、施設の完成は問いません。 

（ア） 同種の業務実績は、国又は地方公共団体の庁舎（執務室及び窓口を主としたもの）で

延べ床面積５，０００平方メートル以上のもののうち、平成１８年４月１日以降に建築

をするために発注されたものの基本設計業務及び実施設計業務の全工程に携わった業務

実績をいいます。 

（イ） 類似の業務実績は、平成２１年告示別添二の「建築物の類型」が「四 業務施設」で

ある建築物で延べ床面積５，０００平方メートル以上のもののうち、平成１８年４月１

日以降に建築をするために発注されたものの基本設計業務及び実施設計業務の全工程に

携わった業務実績をいいます。 

※１ 業務実績が複数ある場合は、同種の業務実績を優先し、かつ、規模の大きいものから

記入してください。また、同種又は類似の業務実績が合わせて５件に満たない場合は、

その満たない部分は空欄としてください。 

なお、記入した業務実績については、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認で

きる資料の写し及び当該庁舎又は建築物の概要が確認できる図面等（注１）の書類を提

出してください。また、PUBDIS（注２）の登録がある場合は、その写しも提出してくだ

さい。 

（注１） 図面等は、前記（ア）の庁舎が複合施設である場合にあっては庁舎の用途の部

分を、前記（イ）の建築物が複合施設である場合にあっては業務施設の用途の部分

を囲んでください。 

（注２）「PUBDIS」 とは、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」

をいいます。 

※２ 該当する業務実績がある場合の記入方法は、次のとおりです。 

       a 受注形態の欄には、単独、設計共同体又は協力（協力事務所としての参画をいう。

以下同じ。）の別を記入すること。 

             b 協力の場合は、発注者の欄に発注者を記入するとともに、元請建築士事務所名を括

弧書きで記入すること。 

ｃ 構造・規模・面積の欄には、「構造種別―地上階数／地下階数、延べ床面積」を記

入すること。（例：ＲＣ－５Ｆ/Ｂ１、○○○○○㎡） 

     ※３ 審査において「同種」を「類似」又は「実績なし」と、「類似」を「実績なし」と、

「受賞歴有」を「受賞歴無」として評価することがあります。 

   ウ 管理技術者の経歴等及び主任技術者の経歴等（様式３－１から様式３－４まで） 

     この設計業務を担当する管理技術者及び記入を求める分担業務分野の主任技術者につい

て、次に従い記入してください。 

なお、同種・類似業務実績の記載件数は、最新のもの３件以内とします。 

（ア） 資格名称 

a 各技術者について、当該建築士事務所との雇用関係を証する資料（健康保険証の写し

等）を添付してください。 
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なお、参加表明書等の受付日以前に当該建築士事務所と直接的かつ恒常的に３箇月以上

の雇用関係が必要となります。 

b 各技術者について、記入した資格を証する資料（免許証の写し等）を添付してくださ

い。 

（イ） 同種・類似業務実績 

        a 同種・類似業務の内容は、前記イ（ア）及び（イ）に定めるところによります。 

      b 該当する業務実績については、前記イ※２に倣って記入し、併せて関わった分担業務

分野及び立場（管理技術者、主任技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場をいいま

す。以下同じ。）を記入してください。 

    （ウ） 平成２８年１０月２５日現在従事している設計業務 

        平成２８年１０月２５日現在継続中の手持ちの設計・監理業務について、前記イ※２

に倣って記入し、併せて関わっている分担業務分野及び立場を記入してください。 

       （エ） 分担業務分野 

       参加表明書等を提出した者において新たに追加する分担業務分野（土木、液状化対

策、防災、オフィス環境、ワークショップ、ランドスケープデザイン、インテリアデザ

イン、建物外観デザイン等）がある場合は、主任技術者（提出者が新たに追加する分担

業務分野の主任技術者）の経歴等（様式３－４）を提出してください。 

   エ 協力事務所（様式４） 

     協力事務所がある場合は、提出してください。分担業務分野には、建築（構造）、電気設

備、機械設備又は参加表明書等を提出した者において新たに追加する分担業務分野（土木、液

状化対策、防災、オフィス環境、ワークショップ、ランドスケープデザイン、インテリアデザ

イン、建物外観デザイン等）並びに協力事務所の名称、所在地、代表者並びに協力を受ける内

容及び理由について記入してください。 

   オ 業務の実施方針（様式５） 

（ア） ①高砂市庁舎整備計画基本構想に掲げた５つの基本方針に沿った本設計業務の考え

方、②設計チームの業務取組体制、③設計過程における市民参加の考え方及び④業務実

施上特に配慮する事項（特定テーマに対する内容を除きます。）について、をＡ３判１枚

に簡潔に記述してください。 

（イ） 提案は、文章で表現することを原則として、基本的考え方を簡潔に記述してくださ

い。文字の大きさは、１０.５ポイント以上としてください。 

（ウ） 文章を補完するための最小限の写真、イラスト及びイメージ図は使用することができる

ものとしますが、設計の内容が具体的に表現されたものであってはいけません。 

また、設計図、模型（模型写真を含む。）、透視図等も使用しないでください。設計の内

容が具体的に表現されたものと判断される場合は、減点することがあります。 

（エ） 提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な会社名、

業務実績のある施設の名称等）を記入しないでください。 

カ その他 

    使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成４年

法律第５１号）に定める単位としてください。 

なお、要求している内容以外の書類、図面等については、受理しません。  
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（６） 提出書類の評価基準 

      提出資料の評価基準は、次の評価表によります。 

評価項目 
 評価の着目点   

 判断基準 

事務所の

実力 

事務所の評価 同種・類似

業務の実績 

業務実績の種類、規模、件数及び受賞歴につ

いて評価する。 

担当チー

ムの能力 

配置技術者の資

格 

専門分野の

技術者資格 

各分担業務分野

について、資格

の内容を資格評

価表により評価

する。 

主任 

技術者 

建築（意匠） 

建築（構造） 

電気設備 

機械設備 

配置技術者の技

術力 

同種・類似

業務の業務

実績（実績

の有無及び

件数並びに

携わった立

場） 

次の順で評価す

る。 

①同種の業務実

績がある。 

②類似の業務実

績がある。 

（上記①及び②

に加え、携わっ

た立場も評価す

る。） 

管理技術者 

主任 

技術者 

建築（意匠） 

建築（構造） 

電気設備 

機械設備 

ＣＰＤ 継続教育（ＣＰ

Ｄ）の取得単位

を評価する。 

管理技術者 

主任 

技術者 

建築（意匠） 

建築（構造） 

電気設備 

機械設備 

業務の実

施方針 

①高砂市庁舎整

備計画基本構想

に掲げた５つの

基本方針に沿っ

た本設計業務の

考え方、②設計

チームの業務取

組体制、③設計

過程における市

民 参 加 の 考 え

方、④業務実施

上特に配慮する

事項 

①から④までについて、取組意欲、業務の理解度、的確性、

創造性、実現性等を評価する。 
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５ 技術提案書等の提出（二次審査） 

（１）提出書類の種類 

    技術提案書等の提出書類は、次に掲げる指定の様式により作成してください。 

   ア 技術提案書（様式７） 

   イ 特定テーマについての提案資料（様式８） 

   ウ 設計費見積書（任意様式） 

     次に掲げる項目ごとに見積ってください。 

なお、消費税額は、設計費見積書に金額を別に記載してください。 

    （ア） 基本設計業務 

    （イ） 実施設計業務（開発設計業務を含む。） 

    （ウ） 地質調査業務 

（エ） オフィス環境設計業務 

    （オ） （ア）から（エ）までの合計 

（２）提出書類の提出方法等 

   ア 提出部数 

    （ア） 技術提案書（様式７） １部 

    （イ） 特定テーマについての提案資料（様式８） １０部 

（正本１部と副本９部とし、正本には会社名を記載してください。） 

        ※ 表紙を付けず、各テーマ１部ずつを１組として左上部をホッチキス綴じしてく

ださい。 

    （ウ） 設計費見積書（任意様式） １部 

   イ 提出方法 

     提出場所まで持参又は郵送により提出してください。ただし、郵送する場合は、配達証明

付書留郵便とし、受付期限までに必着となるように提出してください。 

     なお、郵送による提出の場合においては、高砂市は、郵送中の事故に伴う損害に対して一

切の責任を負わないものとします。 

   ウ 提出書類の受領確認 

     持参の場合は、受領時に提出書類受領確認書をお渡しします。郵送の場合は、ＦＡＸで提

出書類受領確認書を送付しますので、電話で高砂市企画総務部総務室総務課まで到着したこ

とを報告してください。 

エ 受付期間等 

参加表明書に対する技術提案書提出要請書による通知があった日から平成２８年１２月２

２日（木）午後５時まで（休日等を除きます。） 

オ 提出場所 

   高砂市企画総務部総務室総務課 

   〒６７６－８５０１ 高砂市荒井町千鳥 1丁目 1番 1号 

（３）技術提案書等に関する質問の受付及び回答 

   ア 質問の方法 

     質問は、質問書（様式９）を電子メールで高砂市企画総務部総務室総務課まで送信するこ

とにより行ってください。 

なお、電子メール以外では質問の受付を行いません。 

   イ 質問書の受付期間 

     平成２８年１１月２５日（金）から同年１２月２日（金）午後５時まで 
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   ウ 質問書に対する回答 

     質問者に個別に回答せず、一括して質問回答書として取りまとめ、高砂市ホームページに

おいて、平成２８年１２月９日（金）までに公開します。 

なお、質問回答書は、この募集要項の追加又は修正として、この要項と同様に扱います。 

（４）提出書類の記載上の留意事項 

   ア 技術提案書（様式７） 

   代表者印を押印の上、提出してください。 

   イ 特定テーマについての提案資料（様式８） 

資料「高砂市庁舎整備計画基本構想」のほか、高砂市の地域特性、周辺環境との調和等を

十分に理解した上で、次表のとおり提案してください。 

 

課題 テーマ 説 明 

１ 市民の生命と財産を守る

安心安全の庁舎 

現敷地の特性（旧中州など）を踏まえた上で、災害対策

活動の中枢として、官庁施設の総合耐震計画基準におけ

る最高水準の安全性を確保すること、地震や津波、高潮

等が発生しても機能し続けることができること、特に懸

念される浸水や側方流動を含む液状化への対策等につい

て、考え方と具体的な提案を求める。 

※技術的資料があれば、別に提出をすることができる。 

２ だれもが利用しやすく市

民に開かれた庁舎 

窓口サービスの利便性を高め、ユニバーサルデザイン等

を導入した窓口空間や社会情勢等の変化にも柔軟に対応

できる執務空間をはじめ、若年層から幅広い世代が手続

以外でも庁舎へ行きたいと思える気軽に休憩や交流がで

きるスペースや子育て中の親子が屋内外で気軽に自然と

集える場所等を提供すること、開かれた議会に向けて議

会を身近に感じることができること等、誰もが利用しや

すく市民に開かれた庁舎について、考え方と具体的な提

案を求める。 

３ 効率的な配置・整備計画 既存庁舎の活用（ただし、除却も否定しない。）、駐車場

等との連携が図られた施設配置、来庁者や職員が利用し

やすい駐車場、交通アクセス計画及び業務を継続しなが

らの工事が円滑に実施でき、工期短縮、事業費の削減の

ほか、環境負荷の低減やランニングコストの軽減など庁

舎の維持費削減が図られる整備計画について、考え方と

具体的な提案を求める。 

４ その他の提案 上記テーマ以外で、高砂市の新庁舎建設について提案し

たい内容等について自由な提案を求める。 

   （ア） 特定テーマについての提案資料（様式８）は上記４テーマをＡ３判４枚以内に簡潔に

まとめてください（様式は、Ａ３横書きとします。）。 

（イ） 特定テーマについての提案資料（様式８）は、文章で表現することを原則として、基 

本的考え方を簡潔に記述してください。文字の大きさは、１０.５ポイント以上としてく  

ださい。 

（ウ） 文章を補完するための最小限の写真、イラスト及びイメージ図は使用することができ 

   るものとしますが、設計の内容が具体的に表現されたものであってはいけません。 
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また、設計図、模型（模型写真を含む。）、透視図等も使用しないでください。設計の内 

容が具体的に表現されたものと判断される場合は、減点することがあります。 

（エ） 提出者（協力事務所を含む。）を特定することができる内容の記述（具体的な会社名、

業務実績のある施設の名称等）を記入しないでください。 

（オ） 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法に定め

る単位としてください。 

（カ） 要求している内容以外の書類、図面等については、受理しません。 

（６）提出書類の評価基準 

    提出書類の評価基準は、次の評価表によります。 

評価項目 
 評価の着目点   

 判断基準 

担当チーム

の対応 

技術提案（評価に当た

っては、提出書類の内

容並びにプレゼンテー

ション及びヒアリング

の結果を総合的に判断

して行う。） 

特定テーマ

に対する技

術提案 

特定テーマについて､その的確性（与条件

との整合性が取れているかなど）、創造性

（工学的知見に基づく創造的な提案がさ

れているかなど）及び実現性（提案内容

が理論的に裏付けられており､説得力のあ

る提案となっているかなど）を考慮して

総合的に評価する。 

設計費見積額 設計費の見

積額 

見積額を評価する。 

（７）プレゼンテーション及びヒアリング 

   ア プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、この設計業務を担当する配置予定技術者

（管理技術者の経歴等（様式３－１）及び主任技術者の経歴等（様式３－２から３－４まで

に記載した者をいいます。）のうちから３人以内とします。 

イ 実施場所、日時、留意事項等は、一次審査後に改めて通知します。 

   ウ プレゼンテーションは、出席者が提出した特定テーマについての提案資料（様式８）を使用

して説明することとし、スクリーン等に投影して説明することもできます。 

エ 出席者が提出した特定テーマについての提案資料（様式８）の差し替え、追加又は再提出は

認めません。ただし、誤字、脱字等がある場合に限り、プレゼンテーション時に説明をするこ

とは差し支えありません。 

   オ プレゼンテーションに必要な機器は、出席者が用意してください。ただし、プロジェクター     

及びスクリーンは、高砂市が用意します。 

   カ 高砂市は、プレゼンテーションの内容の録画又は録音をすることができるものとします。 

   キ プレゼンテーション及びヒアリングに出席しない場合は、参加する意思がないものとみな

し、原則として審査の対象としません。 

 

６ 失格 

  次のいずれかに該当する場合には、失格となることがあります。 

（１）提出書類等がこの要項の提出方法に適合しない場合 

（２）提出書類等がこの要項に示された条件に適合しない場合 

（３）提出書類等に虚偽の内容が記入されている場合 

（４）前３号に掲げるもののほか、この要項に違反すると認められる場合 

（５）審議会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合 

（６）選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 
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７ 設計業務契約  

（１）契約の締結  

特定された委託候補者とこの設計業務について契約の協議を行います。協議が整った場合は、

当該設計業務に係る仕様書に基づく見積書（以下「見積書」といいます。）を徴した後、予算の範

囲内で随意契約の方法により契約を締結します。 

なお、この設計者の選定に係る手続に参加した者が、参加表明書等の提出期限の日から契約の

締結の日までの間に、高砂市から指名停止の措置を受けた場合は、その者については、当該手続

に係る特定の対象とせず、又は契約の締結を行いません。 

   また、委託候補者に事故等があり、見積書の徴取が不可能となった場合は、次点者を契約の交

渉及び見積書の徴取の相手方とするものとします。 

（２）契約に係る業務内容 

 別紙仕様書及び特記仕様書によります。 

（３）履行期間 

契約の締結の日から１６箇月（基本設計 約６箇月、実施設計 約１０箇月） 

（４）契約者 

高砂市 

（５）契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（６）契約書の作成の要否 

要します。 

 （７）業務委託金額 

当該業務に係る予算の範囲内で、提出された見積書の金額を上限として決定します。 

この場合においては、基本設計業務に係る費用、実施設計業務に係る費用及びこれらの合計の

それぞれについて、次に定める予算額を超えないこととします。 

予算額合計 １７５，３００千円（税込み） 

   内訳 （基本設計業務  ６７，２９８千円）※地質調査業務を含みます。 

      （実施設計業務 １０８，００２千円） 

 （８）契約保証金 

契約を締結するときは、高砂市契約規則第３０条の規定により契約金額の１００分の１０以上

の額を契約保証金として納めなければならないこととします。ただし、同条各号の規定に該当す

る場合は、契約保証金を免除する場合があります。 

 （９）委託料の支払 

ア 基本設計業務の完了後、成果物の引渡しを受け、監督員の検収において認められた後に当該

成果物に対する委託金額を支払うものとします。  

イ 実施設計業務の完了後、成果物の引渡しを受け、監督員の検収において認められた後に委託 

金額の総額からアに定めるところにより支払った委託金額を差し引いた残額について支払うも 

のとします。  

（１０）契約の履行 

契約の履行に当たっては、高砂市と十分協議して進めるものとします。 

 

８ その他 

（１）辞退について 

技術提案書等の提出者に選定された者が技術提案書等の提出を辞退する場合は、書面（任意様

式。ただし、Ａ４判とする。）を平成２８年１２月２２日（木）までに高砂市企画総務部総務室

総務課まで、持参又は郵送により提出してください。 

なお、辞退した場合でも、高砂市が発注等をする他の業務に関し、当該辞退を理由とした不利
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益な扱いを受けることはありません。 

（２）工事受注資格の喪失 

ア この設計業務を受注した者（その者が当該設計業務の遂行に当たって協力を得ようとする者

を含む。）は、当該設計業務に係る工事の入札に参加し、又は当該工事を請け負うことはでき

ません。 

イ  この設計業務を受注した者（その者が当該設計業務の遂行に当たって協力を得ようとする者

を含む。）と建設業者との間に、次に掲げる事実が認められる場合は、当該建設業者は、当該

設計業務に係る工事の入札に参加し、又は当該工事を請け負うことはできません。 

（ア） 一方が他方に出資していること。 

（イ） 一方の代表取締役が他方の取締役を兼ねていること。 

（３）参加表明書等の作成及び提出に係る費用は、全て参加表明者の負担とします。技術提案書等に

ついても同様です。 

（４）提出受付期限以降における提出書類の差し替え、追加又は再提出は、原則として認めません。 

（５）この設計業務の実施に当たっては、提出書類に記入した配置予定の管理技術者又は主任技術者

を変更することはできません。ただし、病床、死亡、退職等のやむを得ない理由がある場合に

は、同等以上の技術者であるとの承諾を高砂市から得ることにより変更することができるものと

します。 

（６）提出書類の取扱い 

ア 提出された参加表明書等は、返却しません。 

イ 特定されなかった場合においては、提出された技術提案書等は、提出者の希望がある場合は

返却します。返却を希望する場合は、その旨を技術提案書の余白部分に記入してください。記

入がない場合は、返却の希望がないものとみなします。 

ウ 提出書類の著作権は、提出者に帰属するものとしますが、審査を行う作業に必要な場合にお

いて、複製を作成します。 

エ 提出書類及びその複製は、業務の実施方針（様式５）及び特定テーマについての提案資料

（様式８）を広報誌やホームページに掲載する場合、市議会や高砂市主催の会議等で配布す

る場合又はこのプロポーザルに関する記録として使用する場合を除き、技術提案書等を審査

する場合以外には提出者に無断で使用しないものとします。 

なお、これらの場合においては、業務の実施方針（様式５）及び特定テーマについての提

案資料（様式８）の電子データでの提出を求めます。 

（７）工事監理業務については、この設計業務の成果に基づき、この設計業務の受託者と随意契約を

締結することにより行わせる場合があります。 



 

 

(様式１） 

 

平成  年  月  日 

 

参 加 表 明 書 

 

 

 高砂市長 登  幸 人 様 

 

 

（提出者） 住 所 

会 社 名 

代 表 者             ㊞ 

建築士事務所登録番号  知事登録第   号 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

 

 平成  年  月  日付けで公告のありました下記業務に係るプロポーザルについて、関係書類

を添えて参加表明します。 

 なお、高砂市新庁舎建設設計業務委託公募型プロポーザル募集要項を理解し、同要項に定められた

参加資格その他業務参加の条件を満たしていること並びに提出書類の記載事項及び添付書類について

事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

（業務名） 高砂市新庁舎建設設計業務委託  

 

 

 

 

 

 

 

（連絡先担当者） 

部 署 名 

担当者名 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

       E メールアドレス 

  



 

 

（様式２） 

業 務 実 績 書 

建築士事務所名 連絡先担当者氏名：   

電話番号： 

ＦＡＸ： 

業 務 名 

（同種・類似のい

ずれかを選択） 

発 注 者 受注形態 

施設の概要 設計 

業務 

完了 

年月 

受賞歴 
用途 

構造 

形式 

構造・規模 

・面積 

完成 

（予定） 

年月 

同 
種 
・ 
類 
似 

  

単独 

設計共同体 

協力 

 

免震 

制震 

耐震 

  － 

F／B 

       

㎡ 

平成 

  年 

月 

平成 

  年 

 月 

 有・無 

同 
種 
・ 
類 
似 

  

単独 

設計共同体 

協力 

 

免震 

制震 

耐震 

  － 

F／B 

       

㎡ 

平成  

年 

月 

平成  

年 

 月 

有・無 

同 
種 
・ 
類 
似 

  

単独 

設計共同体 

協力 

 

免震 

制震 

耐震 

  － 

F／B 

       ㎡ 

平成  

年 

月 

平成  

年 

 月 

有・無 

同 
種 
・ 
類 
似 

  

単独 

設計共同体 

協力 

 

免震 

制震 

耐震 

  － 

F／B 

       

㎡ 

平成  

年 

月 

平成  

年 

 月 

有・無 

同 
種 
・ 
類 
似 

  

単独 

設計共同体 

協力 

 

免震 

制震 

耐震 

  － 

F／B 

       

㎡ 

平成  

年 

月 

平成  

年 

 月 

有・無 

免震構造・制震構

造の設計実績 

業務名 構造形式 発注者 

   

備考 １ 受注形態の欄には、単独、設計共同体又は協力（協力事務所としての参画をいいます。）の別を○で囲んで

ください。 

  協力の場合は発注者欄に、元請建築士事務所名も括弧書きで記入してください。 

２ 構造形式の欄は、採用した形式の別を○で囲んでください。 

３ 構造は、構造種別－地上階数／地下階数を記入してください。（例：RC-5F/B1） 

４ 記入した業務名については、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認できる資料の写し及び施設の概要

が確認できる図面※1等を提出してください。 

５ PUBDIS※2の登録がある場合は、その写しを提出してください。 

６ 受賞歴の欄は、該当する方を○で囲み、「有」の場合は、その受賞実績が分かる書類（賞状のコピー等）を

提出してください。 

７ 免震構造・制震構造の設計実績の欄は、募集要項２（１）ケに該当する設計実績を記載してください(複数

記載可)。また、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認できる資料の写し及び施設の概要が確認できる

図面を提出してください。 

※1 図面は、複合施設の場合は、庁舎及び業務施設の用途の部分を囲んでください。 

※2 PUBDISとは、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいいます。 



 

 

（様式３－１） 

管理技術者の経歴等 

分担業務分野 
氏名 
年齢 

実務経験年数 

ＣＰＤ 
取得単位 
 
資格名称 
(資格登録番号) 

同種・類似業務実績 
平成２８年１０月２５
日現在従事している設
計業務（工事監理業務
は除く。）の業務名・
構造・規模・面積・立
場・完了予定年月 

施設名称 
同種・類似 

構造・規模 
・面積 

業務完了 
年月 

立場 

 

管理技術者 

 

氏名 

 

 

年齢 

    歳 

 

実務経験 

 

    年 

ＣＰＤ 

取得単位数   

      単位 

 

 

資格名称 

一級建築士 

 

 
 
 

同種・類似 

    －  

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 

 
 
 

同種・類似 

   － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 
 

同種・類似 

  － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

備考 １ 管理技術者の資格については、一級建築士についてのみ記入してください。 

なお、資格登録番号を括弧書きで記入してください。 

２ 同種・類似業務実績の施設名称の欄には、同種又は類似の別を○で囲んでください。 

３ 「立場」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、

○○担当技術者（○○担当）等と記入してください。 

４ 記入した業務については、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認できる資料の写し及び施設の概要が

確認できる図面等の書類を提出してください。 

５ ＣＰＤに係る単位を取得している場合は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までにおける認定

単位を記入するとともに、「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式３－２） 

主任技術者（意匠担当主任技術者・構造担当主任技術者）の経歴等 

分担業務分野 
氏名 
年齢 

実務経験年数 

 

ＣＰＤ 
取得単位 
 
資格名称 
(資格登録番号) 

同種・類似業務実績 

平成２８年１０月２５
日現在従事している設
計業務（工事監理業務
を除く。）の業務名・
構造・規模・面積・立
場・完了予定年月 

施設名称 
同種・類似 

構造・規模 
・面積 

業務完了 
年月 

立場 

意匠担当 

主任技術者 

 

氏名 

 

 

 

年齢 

    歳 

 

経験年数 

    年 

ＣＰＤ 

取得単位数   

      単位 
 
 
 
資格名称 

 
 
 
同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 

 
 
 
同種・類似 

   － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 
 
同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

構造担当 

主任技術者 

 

氏名 

 

 

 

年齢 

    歳 

 

経験年数 

    年 

ＣＰＤ 

取得単位数   

      単位 
 
 
 
資格名称 

 

 
 
 
同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 

 
 
 
同種・類似 

   － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 
 
同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

備考 １ 意匠担当主任技術者の資格については、一級建築士、二級建築士、木造建築士、技術士又は CASBEE建築評価員

についてのみ記入してください。技術士については、建設部門（都市及び地方計画）を取得している場合のみ記

入してください。 

     構造担当主任技術者の資格については、構造設計一級建築士、一級建築士、二級建築士、木造建築士又は CASBEE

建築評価員についてのみ記入してください。 

なお、各資格については、資格登録番号を括弧書きで記入してください。 

２ 同種・類似業務実績の施設名称の欄には、同種又は類似の別を○で囲んでください。 

３ 「立場」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、○

○担当技術者（○○担当）等と記入してください。 

４ 主任技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属建築士事務所名も併せて記入してください。 

５ 記入した業務については、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認できる資料の写し及び施設の概要が確

認できる図面等を提出してください。 

６ ＣＰＤに係る単位を取得している場合は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までにおける認定単

位を記入するとともに、「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付してください。 



 

 

（様式３－３） 

主任技術者（電気設備担当主任技術者・機械設備担当主任技術者）の経歴等 

分担業務分野 
氏名 
年齢 

実務経験年数 

ＣＰＤ 
取得単位 
 
資格名称 

(資格登録番号) 

同種・類似業務実績 

平成２８年１０月２５
日現在従事している設
計業務（工事監理業務
を除く。）の業務名・
構造・規模・面積・立
場・完了予定年月 

施設名称 
同種・類似 

構造・規模 
・面積 

業務完了 
年月 

立場 

電気設備担当 

主任技術者 

 

氏名 

 

 

年齢 

    歳 

 

経験年数 

    年 

ＣＰＤ 

取得単位数   

      単位 
 
 
資格名称 

 
 
 

同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 

 
 
 

同種・類似 

   － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 
 

同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

機械設備担当 

主任技術者 

 

氏名 

 

 

年齢 

    歳 

 

経験年数 

    年 

ＣＰＤ 

取得単位数   

      単位 
 
 
 
資格名称 

 

 
 
 

同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 

 
 
 

同種・類似 

   － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 
 

同種・類似 

    － 

   F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

備考 １ 電気設備担当主任技術者の資格については、設備設計一級建築士、一級建築士、建築設備士、技術士、一級

電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士又は CASBEE建築評価員についてのみ記入してください。技

術士については、機械部門（動力エネルギー）又は電気電子部門（電気設備）のいずれかを取得している場合

のみ記入してください。 

機械設備担当主任技術者の資格については、設備設計一級建築士、一級建築士、建築設備士、技術士、一級

管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士又は CASBEE建築評価員についてのみ記入してください。技術士

については、機械部門（動力エネルギー、熱工学、流体工学）、衛生工学部門（空気調和、建築環境）のいずれ

かを取得している場合のみ記入してください。 

なお、各資格については、資格登録番号を括弧書きで記入してください。 

２ 同種・類似業務実績の施設名称の欄には、同種又は類似の別を○で囲んでください。 

３ 「立場」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、

○○担当技術者（○○担当）等と記入してください。 

４ 主任技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属建築士事務所名も併せて記入してください。 

５ 記入した業務については、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認できる資料の写し及び施設の概要が確

認できる図面等を提出してください。 

６ ＣＰＤに係る単位を取得している場合は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までにおける認定

単位を記入するとともに、「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付してください。 



 

 

（様式３－４） 

主任技術者（提出者が新たに追加する分担業務分野の主任技術者）の経歴等 

分担業務分野 
氏名 
年齢 

実務経験年数 

ＣＰＤ 
取得単位 
 
資格名称 

(資格登録番号) 

同種・類似業務実績 

平成２８年１０月２５
日現在従事している設
計業務（工事監理業務
を除く。）の業務名・
構造・規模・面積・立
場・完了予定年月 

施設名称 
同種・類似 

構造・規模 
・面積 

業務完了 
年月 

立場 

  担当 

（提出者が

新たに追加

する分担業

務分野） 

主任技術者 

 

氏名 

 

 

年齢 

    歳 

 

 

経験年数 

    年 

ＣＰＤ 

取得単位数   

      単位 
 
 
 
資格名称 

 
 
 

同種・類似 

    － 

  F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 

 
 
 

同種・類似 

   － 

  F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

 
 
 

同種・類似 

    － 

  F／B   

       ㎡ 

平成  年 

月 
 

分担業務分野の具体的な業務内容 

 

 

 

 

 

分担業務分野を追加する理由 

 

 

 

 

 

備考 １ 同種・類似業務実績の施設名称の欄には、同種又は類似の別を○で囲んでください。 

２ 「立場」とは、その業務における役割分担をいい、管理技術者（総括）、○○担当主任技術者（○○主任）、

○○担当技術者（○○担当）等と記入してください。 

３ 主任技術者が協力事務所に所属する場合は、氏名欄に所属建築士事務所名も併せて記入してください。 

４ 記入した業務については、契約書（かがみ）の写し、業務の完了が確認できる資料の写し及び施設の概要が 

確認できる図面等を提出してください。 

５ ＣＰＤに係る単位を取得している場合は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までにおける認定

単位を記入するとともに、「建築ＣＰＤ運営会議」が証明する写しを添付してください。 

 



 

 

（様式４） 

協力事務所 
（協力事務所がある場合に記入してください。） 

分担業務分野  

名称  

所在地  

代表者  

協力を受ける 

内容及び理由 

 

 

分担業務分野  

名称  

所在地  

代表者  

協力を受ける 

内容及び理由 

 

 

分担業務分野  

名称  

所在地  

代表者  

協力を受ける 

内容及び理由 

 



 

 

（様式５） 

業 務 の 実 施 方 針 

①高砂市庁舎整備計画基本構想に掲げた５つの基本方針に沿った本設計業務の考え方、②設計チームの業務取組体制、③設計過程における市民参加の

考え方、④業務実施上特に配慮する事項 

 



 

 

 （様式６） 

質 問 書 

平成  年  月  日 

 

高砂市長 登  幸 人 様 

 

住  所 

会 社 名 

代 表 者 

 

 

高砂市新庁舎建設設計業務委託公募型プロポーザルの参加表明書等に関して、次の項目

を質問いたします。 

 文 書 頁 質 問 事 項 

１    

 

２    

 

３    

 

４    

 

５    

 

６    

 

７    

 

質問書に対する連絡先 

担当部署、担当者  

電話番号、ＦＡＸ  

Ｅメールアドレス  

（注）質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 



 

 

（様式７） 

平成  年  月  日 

 

技 術 提 案 書 

 

 

高砂市長 登  幸 人 様 

 

 

（提出者）  住   所 

会 社 名 

代 表 者                ㊞ 

建築士事務所登録番号      知事登録第 号 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

 

 平成  年  月  日付け高 第  号で通知のありました下記業務に対する技術提

案書等について、別添のとおり提出します。 

 

記 

 

業務名  高砂市新庁舎建設設計業務委託  

 

 

 

 

  



 

 

（様式８） 

特 定 テ ー マ に つ い て の 提 案 資 料 

 

 



 

 

（様式９） 

質 問 書 

平成  年  月  日 

 

高砂市長 登  幸 人 様 

 

 

住  所 

会 社 名 

代 表 者 

 

 

高砂市新庁舎建設設計業務委託公募型プロポーザルの技術提案書等に関して、次の項目を質問い

たします。 

 文 書 頁 質 問 事 項 

１    

 

２    

 

３    

 

４    

 

５    

 

６    

 

７    

 

質問書に対する連絡先 

担当部署、担当者  

電話番号、ＦＡＸ  

Ｅメールアドレス  

（注）質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。 
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